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在宅患者調剤加算及び在宅基幹薬局においてサポート薬局実施分の 

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合等の記録方法について 

 

このことについては、平成２４年４月調剤報酬改定等に伴い、下記のとおりとなりますの

でお知らせします。 
 

記 
 

１ 在宅患者調剤加算に係る記録方法（詳細は、別添をご参照ください。） 

(1) 在宅患者調剤加算は、加算料に規定される調剤行為ですが、電子レセプトの作成にお

いては、基本料・薬学管理料レコードの基本料加算に記録します。 

(2) 在宅患者調剤加算を算定した際の時間外加算等は、調剤基本料に係る時間外加算等と

して、調剤基本料、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算及び在宅患者調剤加算を合

算して算出した点数を記録します。 

 

２ 在宅基幹薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料等のみを算定する場合の記録方法 

(1) サポート薬局が当月に調剤及び訪問薬剤管理指導を行った場合 

基本料・薬学管理料レコードの「処方せん受付回」を「0」とし、「薬学管理料」に記

録します。 

また、別に記載要領に定める必要事項については、摘要欄レコードに記録します。 

(2) サポート薬局が前月に調剤を行い、当月に訪問薬剤管理指導を行った場合 

基本料・薬学管理料レコードの「摘要薬学管理料」に記録し、「前回調剤年月日」及び

「前回調剤数量」を併せて記録します。 

また、別に記載要領に定める必要事項については、摘要欄レコードに記録します。 

 

３ 高額療養費の現物給付化に伴う「低所得Ⅰ」又は「低所得Ⅱ」に該当する患者の場合の

記録方法 

レセプト共通レコードの「一部負担金区分」に、一部負担金区分コードを記録します。 

なお、摘要欄レコードに、「低所得Ⅰ」及び「低所得Ⅱ」を記録する必要はありません。 



別添 
 

在宅患者調剤加算の記録方法について 

 

１ 処方例 

＊ ４月１０日 調剤あり（在宅患者訪問薬剤管理指導料（同一建物居住者以外）算定） 

＊ ４月１５日 調剤あり（在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料算定） 

（病状急変のため、４月１５日（休日）に計画外の訪問薬剤管理指導を行った場合） 

 

２ 出力紙レセプト 

処        方   調剤報酬点数  点 

№ 

医師 

番号 

処方 

月日 

調剤 

月日 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点

調剤

数量 調剤料 薬剤料 加算料

公費分点数

① 点

公費分点数

② 点

1 1 4.10 4.10 （省略）        

2 1 4.15 4.15 （省略）        

※高額療養費 円

※公費負担点数① 点
摘 

要 

４月１５日病状急変のため処方医師より緊急訪問の指示あり 

※公費負担点数② 点

時間外

 

休 

薬 学 管 理 料 

 

訪Ａ１緊訪１ 
保 

 

険 

請  求     

 

 

 

 

      点 

※ 決 定    

 

 

       点

一部負担金額 

 

 

 

 

円

基本料 

 

基 在２ 

 
110 点 77 点 1000 点

① 
点 点 円 点 点 点

② 
点 点 円 点 点 点

 

３ レコードの記録 

『…………………… 

TK,810000001,４月１５日病状急変のため処方医師より緊急訪問の指示あり 

KI,,1,1,410000510,40,,1,440000810,1,500,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,1,450001170,1,15,,,,,,,,,,,, 

KI,,2,1,410000510,40,,1,440001910,1,500,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,1,450001170,1,15,1,450000570,1,77,,,,,,,, 

……………………』 

 

  在宅患者調剤加算は、「基本料加算」

に記録する。 
休日加算の点数は、在宅患者調剤加算（15点）を含めて計算する。 

本事例では、 

（調剤基本料（40点）＋在宅患者調剤加算（15点））×140％＝77点 


